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１ ０７

再生エネルギーを利用した地域活性化の可能性の分析―小水力発電の事例分析

○三森八重子（大阪大学）

１．小水力発電が注目される背景

日本は 年代ごろから、原子力発電を柱とするエネルギー政策をとってきた。 しかし、 年

月に発生した東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）とそれに続く福島第一原子力発電所の事故（い

わゆる ）により、日本政府はそのエネルギー政策を大きく変えることを余儀なくされた。

日本にある 基の原子力発電所のすべてが失われた今、再生可能エネルギーの利用が注目を集めてい

る。 （注：九州川内原子力発電所１号機は、 月 日発電を再開）。中でも、二酸化炭素をほとんど

発生せず地球にやさしい、地産地消でコミュニティにベネフィットをもたらす、大きなポテンシャルを

持つ小水力発電が注目を集めている。

小水力は、大きなダム建設を必要とする（したがって環境を破壊する）大型の水力発電とは異なり、ダ

ムを必要とせず、多くの場合既存の河川の水を水路を建設して導き小型の水車と小型の発電機を設置し

て電気を発生させるものである。

２．小水力発電の定義

小水力の確固とした定義はない。たとえば欧州小水力協会（

）は、 未満を小水力発電と定義づけている。 日本の大手電力会社は、出力

未満の水力発電所を小水力発電と呼んでいる。 一方、日本の経済産業省傘下の主要な研究所である

新エネルギー開発事業団（ ）は、小水力発電所を出力により つのカテゴリーに分けている。すな

わち、 以下を「小水力発電」、 以下を「ミニ水力発電」、 以下を「マイクロ水

力発電」と定義づけている。 さらに、全日本小水力利用推進協議会は、 未満を小水力と定義

づけている。

３．小水力発電のポテンシャル

山地が多く豊かな水に恵まれた日本には、数多くの小水力発電所の立地がある。 環境省が行った「再

生可能エネルギー導入ポテンシャル調査」によると、設備容量が 万ｋ 未満の中小水力発電の国内賦

存量は、河川部で 万ｋ 、農業用水路で、 万ｋ 、上下水道で、 万ｋ で総計 万ｋ 、導

入ポテンシャルは河川部で 万ｋ 、農業用水路で 万ｋ 、上下水道で 万ｋ 、総計 万ｋ

と試算されている。なお、同調査においては賦存量は全資源エネルギー量から現状の技術水準では利用

することが困難なものを除いたもの、導入ポテンシャルは賦存量から種々の制約要因を満たさないもの

を除いたものとして定義されている。 一方現在稼働している日本の小水力発電所（ 万ｋ 以下）

は、 基で総発電量は、 万ｋ に過ぎない。 その意味で日本の小水力発電の資源は、現在の

ところ十分使われていないと結論せざるを得ない。

４．小水力発電のベネフィットおよび課題

前述のように、小水力発電が注目を集めている理由には、 とそれに引き続くエネルギー危機がある。

を受けて日本政府はエネルギーミックスを見直し、原子力発電に依存するエネルギー政策から、再

生可能エネルギーの割合を大幅に増加させる政策に転換した。 再生可能エネルギーには太陽光、風

力、地熱、バイオマス、小水力など多様なエネルギーが存在するが、他の再生エネルギーに比較しても

小水力は大きな利便性を兼ね備えている。

⁻水力発電所は建設されると 時間稼働が可能であるため、エネルギー効率が高い。（たとえば昼間し

か発電しない太陽光や、風が吹くときだけ発電する風力と比較して極めて高いエネルギー効率をもつ）

⁻上記に関連するが、 時間稼働が可能で、高い安定性を持ち、ベースロードエネルギーとして利用が

可能である。
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⁻発電に必要なリソースが水だけであり、発電に使用された後は河川に戻されるため、環境を汚すこと

がない。極めてクリーンなエネルギーである。

⁻日本国中に多くの立地（小水力発電を建設できる可能性のある立地）がある。

⁻多くの小水力発電所はコミュニティにより建設され、運営されており、コミュニティを活性化する可

能性を持つ。

⁻小水力発電所が建設されると、発電所は長年にわたり稼働が可能で、長年にわたりエネルギーを、そ

して売電する場合には売電益をコミュニティに供給する。

一方、小水力発電には多くの課題もある。

⁻水力発電自体が衰退産業であるため、水車メーカーや専門家が極めて少ない。

⁻上記に関連するが、そのため、水車や関連機器の価格が高く、初期コストが大きい。

⁻河川には水利権が設定されており、小水力発電所を建設するとなると、水利権をクリアしなければな

らない。

他の再生可能エネルギーとの制約条件の比較を下記に記す。

表１「再生エネルギーの様々な制約条件」

再生エネル
ギーの種類

技術的制約条件 経済的制約条件 社会的制約条件 環境的制約条件

発電効率 導入コスト 合意形成 地域生態系
機器の信頼性 売買単価 用地取得 景観の悪化
メンテナンスサービス 日照権の確保
施工不良
経年変化
信頼性 導入コスト 合意形成 水生生物への影響
メンテナンスサービス 売買単価 水利権・漁業権
受給の距離的関係 農業用水路の目的外使用
取水口の管理方法 日常点検の体制
発電効率 導入コスト 系統容量 騒音
信頼性 売買単価 合意形成 電波障害
強風対策の有無 維持管理コスト 法規制 景観の悪化
落雷対策の有無 林道整備状況 バードストライク
発電効率 導入コスト 合意形成 温泉資源への影響
信頼性 地熱探査費用 法規制 景観の悪化
還元方法 売買単価
効率 導入コスト 合意形成 騒音
成熟度 売買単価 法規制 振動
信頼性 維持管理コスト 排ガス、廃液
受給の距離的関係

地熱エネル
ギー

バイオマスエ
ネルギー

太陽エネル
ギー（太陽光
発電）

中水力発電

風力エネル
ギー

出典：「再生可能エネルギー資源などの賦存量等の調査についての統一的なガイドライン～再生可能エ

ネルギー資源等の活用による「緑の分権改革」の推進のために～」 年 月 緑の分権改革推進会

議第４分科会（一部改変）

５．日本の小水力発電の歴史

実際のところ、日本の小水力発電の歴史は長い。記録として残っている中では日本最初の水力発電所は、

現在東北電力が管理している「三居沢発電所」で明治 （ ）年７月１日に運用を開始したとされる。

水力発電は日本の発電方式の主流であったが、高度経済成長時代に電気需要が急増し、 年ご

ろには発電の主体は水力発電から火力発電へと移行した。

小水力発電は第 次世界大戦後の一時期多くが建設された時期があった。第 次世界大戦後、戦争で疲

弊した日本は、欠乏しがちな電気を獲得するため、各地域に小水力発電所を建設した。「農山漁村電気

導入促進法」が昭和 年（ 年）に制定されて、これを機に行政や電気利用組合、土地改良区など

によって各地に小水力発電所が建設されていった。 とりわけ中国地方には 基を超える小水力

発電所が当時建設され、いまもそのうちの 基ほどが稼働している。
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６．

再生可能エネルギーの普及に大きな影響を与えているのが 年に導入された固定価格買取制度

である。「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が 年 月 日

に成立し、同法の下 年 月に固定価格買取制度 導入された。それ以降、太陽光発電業者の再

生可能エネルギー事業への参入が殺到し、そのため、一部の電力会社が、 に基づく再生可能エネル

ギー発電設備の電力系統への接続申し込みに対する回答を保留する方針を打ち出した。現在の 価格

は以下のとおりである。

表２．再生可能エネルギー別 価格

10kW以上 27円＋税 20年
10kW未満（出力制御対応機器設置義務なし 33円＋税 10年
10kW未満（出力制御対応機器設置義務あり 35円＋税 10年
20kW以上 22円＋税 20年
20kW未満 55円＋税 20年
15,000kW以上 26円＋税 15年
15,000kW未満 40円＋税 15年
1,000kW以上30,000kW未満 24円＋税 20年
200kW以上1,000kW未満 29円＋税 20年
200kW未満 34円＋税 20年
メタン発酵ガス 39円＋税 20年
間伐材など由来の木質バイオマス2000kW未満 40円＋税 20年
間伐材など由来の木質バイオマス2000kW以上 32円＋税 20年
一般木質バイオマス・農作物残渣 24円＋税 20年
建設資材廃棄物 13円＋税 20年
一般廃棄物その他のバイオマス 17円＋税 20年

太陽光発電

風力発電

地熱発電

水力発電

バイオマス発電

出典：経済産業省ウェブサイトより。

７．ケーススタディ：「那須野ヶ原の小水力」

いわゆるコミュニティベースの「地産地消費型」小水力発電のコミュニティへの影響を分析するため、

「那須野ヶ原の小水力」を事例として取り上げる。

７－１．那須野ヶ原の小水力の概要

那須野ヶ原扇状地には「国営総合開拓パイロット事業地区」（ 年～ 年）により造成された

ｋｍに及ぶ農業用の用水路が張り巡らされている。これらの用水路は、上流と下流の標高差が約 メ

ートルと落差が大きく、この落差を利用して小水力発電がおこなわれている。 年 月に稼働を開始

した「那須野ヶ原発電所」に加えて、「百村第一発電所」、「百村第二発電所」（ 基）、「蟇沼第一

発電所」、「蟇沼第二発電所」、「新青木発電所」の 基が現在稼働しており、合計発電出力は

に上る。那須野ヶ原土地改良区連合の小水力発電の総発電電力量は （ 実績）である。

表３ 那須野ヶ原小水力発電所スペック

発電所名 那須野ケ原発電所 百村第一発電所 百村第２発電所 蟇沼第一発電所 蟇沼第２発電所 新青木発電所

用水路名 戸田東用水路 上段幹線用水路 上段幹線用水路 蟇沼用水路 蟇沼用水路 戸田東用水路
最大出力 340 kW 30 kW 90 kW 360 kW 180 kW 500 kW
有効落差 28m 2.0m 2.0m 29.11m 15.51m 44 m
発電使用水量 1.6 m³/s 2.4 m³/s 2.4 m³/s　 1.6 m³/s　 1.6 m³/s 1.4 m³/s
水車型式 横軸フランシス 縦軸カプラン水車 縦軸カプラン水車 横軸フランシス 横軸プロペラ 横軸フランシス
水車のメーカー 中川 中川 中川 中川 中川 中川
発電機 三相交流同期発電機 三相誘導発電機 三相誘導発電機 三相誘導発電機 三相誘導発電機 三相誘導発電機
運転開始年月 1992年3月 2006年4月 2006年4月 2009年2月 2009年2月 2014年3月

７－２．ビジネスモデル

那須野ヶ原の小水力発電所は、水土里ネット那須野ヶ原（那須野ヶ原土地改良区連合）が事業主体とな

って運営している。（那須野ヶ原発電所は国が事業主体）。発電した電気の全量を売電し、売電収入を、

組合員へ還元している。具体的には、会員に課している維持管理費の軽減に充ててきた。実際のところ、

賦課金は平成 年（ 年）の 千円～ 千円から現在は 円へと減額された。
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また、同地域が土地改良区であるアドバンテージを利用し、多くの多様な補助金を得て、小水力発電所

の建設費を充当してきた。各種政府補助金で賄えない建設コストについては、水土里ネット那須野ヶ原

（那須野ヶ原土地改良区連合）の積立金を使い、賄ってきた。したがって、外部金融機関からの借入金

は一切ない。水土里ネット那須野ヶ原（那須野ヶ原土地改良区連合）の積立金については、毎年、売電

収入から返済を行っている。

７－３．那須野ヶ原の小水力発電所の特徴

①初期コストを圧縮：土地改良区の利点を利用し、各種の補助金を使って小水力発電所を建設。

② により安定した売電収入：発電電力は全量売電し、 に応じた（一部補助金による減額あり）

売電収入を得ている。

③地元に便益を還元：土地改良区の組員に、小水力発電からの売電収入の便益を還元。

➃幅広い再生エネルギーの活用の試み：小水力発電のほか、太陽光発電、バイオマス発電も手掛ける。

⑤専門家の育成：小水力発電の先駆者として多くの見学者を受け入れ、多くの講演を行っている。

⑥コミュニティ向け再生エネルギー発電の啓蒙活動：ウォーターパークを建設し、地元住民、興味をも

つ一般市民向けの啓蒙を行っている。

７－４．那須野ヶ原の課題

①現在の規定では、売電収入は、既存の施設の維持管理費にのみ利用できると規定されている。したが

って現在の小水力発電所の稼働で枠が一杯になり、これ以上は増設できない。

②（上記条件が満たされた場合）さらなる小水力発電建設の可能性のあるサイトとして、 か所を探索

済みである。

③那須野ヶ原発電所は、建設から年月が経っており、改良工事が必要である。現在どの程度の改良工事

が必要であるかを資金調達法を含めて精査している。

８．小水力発電の課題

前章で述べたように、小水力発電には多くの利点がある。

①．環境にやさしい。（環境に対する負のインパクトがほとんどない）

②．安定電源である。（ 時間稼働が可能である）

③．長期的に稼働する。（建設から 年以上稼働している小水力発電所もある）

➃． が適用できれば、安定的に売電収入が得られる。

⑤．小水力発電所を建設する大きなポテンシャルがある。

⑥．コミュニティが企画し運営するいわゆる「地産地消型」が多い。

⑦．上記４．により、財政的ベネフィットが得て地元活性化に利用することができる可能性がある。

一方多くの課題もある。

①．老朽化した小水力発電所施設には が適用できない。

②．小規模の小水力発電所施設の場合は、 が適用できても、コストが合わない。

③． が導入された後、太陽光のビジネスの申請が殺到し、一部の電力会社が系統接続を一時的に保

留した。

➃．現在事業を行っている水車メーカーが極めて限られており、発注から、納入まで時間がかかる。

⑤．小水力の水車は、オーダーメイドのため、水車の価格が高い。関連設備もコストが高い。

⑥．水利権などの各種規制に対する処置に時間がかかる。

９．政策へのインプリケーション

実際のところ、各省庁も規制緩和を進め、小水力発電の普及を支援してきた。

経済産業省は、 年に「新エネルギー法」の施行令を改正し 以下の小水力発電を「新エネル

ギー法」の対象に加えた。同省はまた 年、ダム水路主任技術者の規制緩和し、 以下の中小

水力（水路式）については、ダム水路主任技術者の免状を不要とした。 国土交通省は 年に

従属水利権を許可制から登録制に規制緩和した。 農林水産省は、 年に「農山漁村再生エネル

ギー法」で手続きの簡素化や農地転用の円滑化を図った。 しかしながら、今でも小水力発電の建

設には多くのレッドテープがあり、規制のさらなる緩和が求められる。
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１０．結論

以降日本をとりまくエネルギー環境は大きく異なり、再生可能エネルギーの利用が焦眉の課題とな

っている。数多くの再生エネルギーの中でも、小水力は、①環境へのインパクトが少ない、②エネルギ

ー効率がよく、安定した電源である、③いわゆる地産地消型エネルギーで、➃コミュニティの活性化な

ど地域へのベネフィットをもたらすーーなどの多くの利点を持つことから、注目を集めている。

緑と森と海に囲まれた日本には小水力発電の大きなポテンシャルがあるにも関わらず、小水力発電はそ

のポテンシャルに比較して、開発が十分になされていないといえる。

大きな利便性を持った小水力の可能性を実現するために、政府にはさらに一層規制緩和の推進が望まれ

る。小水力関連業界は、大学や研究所と協力するなどして、より革新的な技術開発に取り組むべきであ

る。小水力発電の立地のポテンシャルをもつ地域の住民はその可能性を探索すべきである。これらによ

り「小規模分散型エネルギー」である小水力発電のさらに一層の普及がのぞまれる。（了）
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